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除雪計画の見直しを行い、 

市民生活の安心・安全を図ります！ 

～平成２９年２月の豪雪を踏まえた取り組み～ 

 
 平成２９年２月の豪雪では、除雪が間に合わず、市民生活に支障をきたしました。それをふま
え、下記の除雪計画などの項目について見直しを行っています。国、県及び関係機関と連携を図
りながら、市管理道路の除雪を適切に実施し、市民生活の安心・安全と経済活動の確保を図りま
す。 
 
                      記 

１．除雪路線や除雪作業基準などの見直し 

①大雪時の重点除雪区間の設定（１１月上旬決定） 

・除雪路線それぞれの役割を検証することで、大雪時の除雪重点区間を決定する。（鳥取大学と共同研究）

（主要な幹線並びに重要な防災拠点、補完的な幹線並びに主要施設、孤立集落へアクセスする道路） 

②除雪路線の追加（１０月末決定） 

・新たな施設などを考慮の上、除雪路線の追加を行う。（保育園、給食車搬入路線等） 

③除雪作業出動基準の見直し 

・除雪作業出動基準を昨年度までは積雪深が 15cm見込まれる場合としていたが、今年度より 10～15cm

程度見込まれる場合と幅をもたせることで、素早く除雪に対応できる体制とする。 

④エリア内に複数除雪業者を配置 

・昨年度までは１エリアに１業者を配置していたが、１エリアを拡大して３業者程度を配置することで、

大雪時の重点除雪区間の集中除雪や機械故障などのトラブル時の救援に対応できる体制とする。 

 

２．除雪に係る情報収集・情報発信の強化 

①除雪機械GPS管理システムの整備 

・全除雪機械（約１６０台）にＧＰＳ端末を搭載し、各路線の除雪進捗状況を把握する。除雪状況の問

い合わせや除雪機械のトラブル時などに適切な対応や指示ができる。 

②道路情報の収集と情報提供 

・公式ウェブページの地図情報サービスに除雪路線を掲載し、市民等へ情報提供する。 

・細見線、滝山開拓線の２路線に、ライブカメラと雪量計を設置し、鳥取県の「雪みちナビ（ライブカメ

ラ）」を活用することで、交通状況や積雪状況を把握する。 

 

３．小型除雪機の増強による除雪の強化 

①小型除雪機貸付による生活道路等の除雪の増強 

・現在３３３台の小型除雪機を貸付しているが、今年度より３年かけ年次的に増強する。（今年度５０台、

３か年で１２８台を予定） 

②小型除雪機運転講習 

・地域でも小型除雪機を運転する人が限られており、小型除雪機の運転講習会を２日間（10 月、11 月）

開催することにより、小型除雪機の運転できる人を増やす。 

③小型除雪機の点検 

・貸付けしている小型除雪機の延命化を図るため、本年度より３年に１度、市が定期点検を行う。（今年

度１１９台） 


